
歯館市 (以 下 「甲」

株式会社 (以下 「乙」

轟館市 とデ ジダル・ インフ ォメー ション 。テクノロジー株式会社

との連携協定書

第 5条  本協定の有効期間は,協定の締結の日から今燕 6年 3月 31日 までとす

る。ただし,有効剥聞満了の日の 1か 月前までに,甲 乙いずれからも申出がない

場合は,さ らに 1年 間疑長するものとし,以後 も同様 とする。

2 前項 に規 定す る協 定の有効期 間中で あって も,甲 乙協議 の うえ本協 定の 内容

を変更す ることがで きる。

(疑 義の決定 )

第 6条  本協 定 に定めがない事項 または本協定の条項 の運用 に 当た り疑 義が生 じ

た ときは,甲 乙協議 の うえ決定す るもの とす る。

本協定の締結 を証 す るため ,本書 2通 を作成 し,甲 乙署名の うえ,各 自その 1通
を保有す る。

今和 5年  12月 7日

)ヒ海 道 爵館 市 東要 町 4-19

爵館 市

市長

と ヽヽう 。)

と ヽヽう 。)

とデジグル・インフォメーション・テクノロジー

は,次のとおり協定を締結する。

(目 的 )

第 1条 本協 定 は ,乙 が昌館 市 内 に拠 点 を構 築 し,甲 が その進 出 を支援 す る こ と

で ,地域 にお け る雇 用 の場 の倉il出 に排 め る とと もに ,甲 お よび 乙が相 互 に連 携

し,協働 して活動 を推進することにより,地域の活性化に資することを目的 とす

る。                          `

(逹 競・協 力事項 )

第 2条 甲お よび乙は ,前 条の目的 を達成す るため ,次の事項 について連携 し,互
い に協力す るもの とす る。

(1)ICT人 材等の雇用倉!1歯 や育成 に関す ること。

(2)DXの 推進 に関す ること。

(3)そ の他 ,甲 ,乙の協議 によ り決定 した事項。

(4)乙 は ,前 条の 目的 を達成す るため ,地域企業 ,教育機 関 ,研究機関等関係機

関 との連場 ,協 力に雰 め る。  .イ
(5)甲 は,乙が前各子に掲げみ癖環 を円滑に実施できるように,積極的に支援

し,お よび乙が地域企業,教育機関,研究機関等関係機関と連携できるように

協力する。

(6)前各号に掲げるもののほか,前条の目的 を逹成するためにぬ要な事項につ

いて甲乙協議のユ ,協力 して取 り組む。

(根密の保持 )

第 3条 ▼お よび乙は ,本協定 に基づ く連携お よび協 力 を行 う上 で ,互 い に知 り得

た情報 を善 民な る管理者 と して注意義務 をもって慎童 に保 管お よび管理 し,本
協定の有効期間お よび期 間終 了後 において も,第 二若 に開示 し,漏 えい しない も

の とす る。

(個 人情報 の取 り扱 い )

第 4条  甲お よび乙は ,個 人情幸Rの 取 り扱い については,法今等た 遵守 し,通工 に

管理 しな ければな らない。

甲

乙 東京都中央区八丁堀 4-5-4

FORECAST桜 橋 5階
デ ジタル・インフ ォメー ション・テクノロ ジー株式会社

代 表取締役社長

(本協定書 の有効期 間 )


